
お手数ですが、ご担当の方は、コピーして受診券に添付のうえ、受診決定された方にお渡しください。 

当支部ホームページ（https://www.kouritu.or.jp/mie/）でも提供しています。 

- 1 - 
脳ドック 

脳ドックを受診するうえでの注意事項 
（令和３年度） 

１．受診日の決定方法                 
 （１）次の健診機関に決定された方は、後日、健診機関から受診日等の通知が直接ご自宅あてに送付

されますのでそれまでお待ちください。送付がありましたら、各自で「脳ドック受診券（以下「受

診券」）に受診日を記入してください。 

    指定された受診日の変更については、健診機関からの案内にしたがってください。 

    検査項目の変更・キャンセル、オプション検査の追加等については、お早めに健診機関に連絡

し  してください（注１）。      
 （２）次の健診機関に決定された方は、健診機関の受入体制の関係から、事前に受診日が指定されて

います（注２）。指定された受診日に受診できない場合は、お電話等にて変更手続きを行ってくだ

さい（注１、注３）。 

    検査のキャンセル・変更、オプション検査の追加等については、お早めに健診機関に連絡して

ください（注３）。  
健診機関名 電話番号 電話受付曜日及び時間 

29 伊勢赤十字病院 0596-65-5021 月～金 10:00～17:00 

30 市立伊勢総合病院 0596-23-5416 月～金 14:00～17:00  
 （３）次の健診機関に決定された方は、決定された健診機関へ直接電話をしていただき、相互で話合

いのうえ、受診日の決定を行ってください（注１、注３）。 

    受診日が決定したら、各自で受診券に受診日を記入してください。 

    電話予約は、健診機関の受入体制の関係上、令和３年８月２０日（金）までにお願いします。

期限までに連絡がなかった場合、受診できない場合がありますのでご注意ください。検査項目の

キャンセル・変更、オプション検査の追加等については、お早めに健診機関に連絡してください。 

健診機関名 備考 

24 

25 

済生会松阪総合病院 

松阪中央総合病院 

受診日の変更・取消については、健診機関からの案内にし

たがってください。 

別紙 

 後日、健診機関からご自宅あてに受

診日が通知されます。 

Ｐ１（１）を確認！

 受診日が指定されています。 

 受診券を確認してください。 

Ｐ１（２）を確認！

①及び②以外の 

      健診機関 ③ 
 各自、健診機関に電話で日程調整を

行ってください。 

Ｐ１（３）を確認！

済生会松阪総合病院 

松阪中央総合病院 ① 

伊勢赤十字病院 

市立伊勢総合病院 ② 
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健診機関名 電話番号 電話受付曜日及び時間 

04 ヨナハ総合病院 0120-301-478 月～水、金  9:00～17:00 

   木、土  9:00～12:00 

07 みたき健診クリニック 0120-177-667 月～金  9:00～12:00 

    13:00～16:00 

   土  9:00～12:00 

08 富田浜病院 059-365-0411 月～水、金、土  9:00～12:00 

    13:30～17:00 

09 四日市羽津医療センター 059-331-1211 月～金  8:30～17:00 

11 鈴鹿中央総合病院 059-384-1017 月～金 12:30～16:30 

13 塩川病院 059-379-6333 月～金 13:00～17:00 

15 近畿健康管理センター 059-269-5678 月～金  9:00～16:00 

 ※ホームページ（https:/www.zai-kkc.or.jp）からインターネット予約も可能です。 

19 遠山病院 059-224-7006 月～金  9:00～17:00 

   第２土、第４土  9:00～12:00 

32 岡波総合病院 0595-24-2555 月～金 10:00～16:00 

33 伊賀市健診センター 0595-24-1186 月～金 10:00～16:00       
２．受診日の変更 

  各自で直接健診機関へ電話連絡を行い（注１、注３）、変更が了承されたら受診券に記載されている

受診日を各自で訂正してください。 

  受診日の変更について、当支部への報告は必要ありません。 

  ＭＲＩやＭＲＡは入院患者の方の治療との兼ね合いがあり、各健診機関とも脳ドックの受診日変更

は難しい状況となっていることをあらかじめご了承願います。  
３．受診の取消（本年度の受診をキャンセルする場合） 

  早急に各自で直接健診機関へ電話連絡をお願いします（注１）。 

  健診機関で了承された後、受診券の受診取消報告欄に必要事項を記入し、受診券を当支部へ返却

してください。 

   

 

 

 
 各健診機関では公立学校共済組合の脳ドック以外にも多くの健診を行っています。 

 受診日については、必ずしもご自身の希望どおりとならない場合がありますので、あ

らかじめご了承願います。 
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各健診機関では、数日前から準備も含め、医師、看護師、検査技師等が待機していますので、直前の

受診取消はご遠慮願います。止むを得ず受診できない場合は、早めにご連絡願います。 

  近年、健診機関への報告がないまま、受診をキャンセルする方が増えています。健診機関に迷惑

がかかり、翌年度以降の受診枠が確保できない等、健診事業全体に影響が及ぶこともありますの

で、受診できない場合は、必ず健診機関へ電話連絡をお願いします。 

 

 

 

   
４．受診に当たっての注意事項 

 （１）県費職員のうち、公立学校職員は「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則｣の規定に基

づき特別休暇が、三重県教育委員会事務局職員は｢職務に専念する義務の特例に関する規則｣の規

定に基づき職務専念義務免除がそれぞれ認められます。 

    市町費支弁職員及び団体職員については、当該市町又は団体の規程の定めるところによります。 

    検査の結果、二次検査（精密検査）が必要とされた場合は、その検査に要した時間について、

上記勤務上の取扱いが適用される場合がありますので、所属する教育委員会等にてご確認をお願

いします。 

    受診に当たって特別休暇等が適用される場合は、事前に手続きをお願いします。  
 （２）受診決定時以降に氏名が変更となった場合は、受診券に記載されている氏名を各自で訂正した

うえで受診し、共済組合員の方は、当支部へ「記載事項等変更申告書」に公立学校共済組合組合

員証を添えて提出してください。 

    「記載事項等変更申告書」は、当支部ホームページ（https://www.kouritu.or.jp/mie/）から

ダウンロードしてご利用ください。  
 （３）受診についての案内、問診表等が健診機関から受診日の１～２週間前までにご自宅へ送付され

る予定ですので、必ず各自で内容を確認したうえで受診してください。（案内等が届かない場合

は、健診機関へ直接連絡してください。）  
 （４）オプション検査を希望される方は、事前に各自で直接健診機関に申し込んでください。受診予

定日の直前は、健診機関において対応できない場合がありますので、早めのお申込みをお願いし

ます。 

    オプション検査の受診による追加料金は受診者自己負担となりますのであらかじめご了承く

ださい。  
 （５）持病がある方、妊娠中の方及び授乳中の方は、一部受診が制限されることがあります。 

    ＭＲＩによる検査は強力な磁気を使用するため、体内にペースメーカーや埋込型除細動器、人

工弁、ステント、動脈瘤クリップ、義眼、人口内耳・中耳、人口関節、磁石式入れ歯、インプラ

ント等がある方は受診できない場合があります。 

    詳しくはかかりつけの医師にご確認ください。 

 

注意 

 受診キャンセルに当たり、健診機関への連絡や、当支部への受診券返却を怠った場合、

翌年度の各種健診事業における決定優先順位が下がる場合があります。 

 受診日当日の取消については、キャンセル料が発生する場合があります。 
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 （６）（５）に該当し、一部検査項目を受診することができない（しない）場合であっても、受診者自

己負担金は減額されませんので、あらかじめご承知おきください。  
 （７）受診日において、当支部の組合員資格を喪失している場合は、受診券を利用して受診すること

はできません。  
 （８）受診日当日は必ず受診券を持参し、健診機関の窓口へ提出のうえ、受診者自己負担金を支払っ

てください。 

    受診券を紛失された場合は、健診機関での再交付が可能ですので、健診機関の窓口にお申し出

ください。  
５．その他 

 （１）（一財）三重県退職教職員互助会（以下「退教互」）に加入されている現職会員の方は、最終的

な自己負担金額が 6,000 円以上であった場合、領収書のコピーを添付して退教互に申請すること

により会員一人につき年度内１回に限り 3,000 円の補助を受けることができます。 

    人間ドックと脳ドックなど、１年間に複数の健診を受診される場合であっても、補助を受ける

ことができるのは会員一人につき年度内１回のみとなり、複数の健診に対して補助を受けること

はできませんので、ご注意ください。 

    詳細については、退教互（ＴＥＬ ０５９－２２６－５２３５）へ直接お問い合わせください。  
 （２）個人情報の取扱いについては、「公立学校共済組合個人情報保護方針」に基づき適切に処理しま

す。    
   注１．受付は、いずれの健診機関も祝日を除きます。 

   注２．受診券の受診日欄に印字されています。 

   注３．予約の際は、健診機関の受付処理の都合上、必ず「公立学校共済組合の脳ドックである旨・所

属所名・お名前・生年月日」を告げていただいたうえで、受診日の決定を行ってください。 

      令和４年２月２８日までに受診してください。 

      冬季休暇期間は受診希望者が集中します。当該期間を希望される方はお早めに健診機関へ連絡

をお願いします。        

 
   公⽴学校共済組合三重⽀部 福祉班 

〒５１４－８５７０ 津市広明町１３番地 三重県庁６階 

ＴＥＬ ０５９－２２４－２９８９  ＦＡＸ ０５９－２２４－２９９０ 

【事務担当】  森部 司 ・ 上野 優太   


